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隣保館の歴史 

 昭和２８年度の国家予算に、初めて同和地区に隣保館を建設する経費の補助金が計上され、その

後、同和対策事業特別措置法制定を契機として全国に隣保館の整備が図られた。平成９年特別措置

法が失効したことにより、同和対策施設から社会福祉施設へと変わり現在に至る。 

隣保館の目的 

 隣保館は、地域社会全体の中で福祉の向上や人権啓発の住民交流の拠点となる開かれたコミュニ

ティーセンターとして、生活上の各種相談事業や人権課題の解決のための各種事業を総合的に行う

ものとする。 

隣保館事業の体系 

Ｈ14.8.29厚生労働事務次官通知隣保館設置運営要綱より 

基本事業 

社会調査及び研究事業    地域住民の生活の改善向上を図るために必要な事業を研

究する事業 

 

相談事業         地域住民の生活上の相談、人権に関わる相談に応じ適切

な助言指導を行う事業 

 

啓発・広報活動事業     地域住民に対し、広く人権に関する理解を深めるため、

日常生活に根ざした啓発・広報活動を行う事業 

 

地域交流事業        地域住民を対象とした各種クラブ活動、レクリエーショ

ン、教養・文化活動など地域住民の交流を図る事業 

 

周辺地域巡回事業      隣保館の利用が困難な周辺地域住民に対して、専門家に

よる巡回相談、啓発講演会などを実施する事業 

 

地域福祉事業        地域における様々な生活上の課題を解決するために、地

域の実情に応じて行う事業 

特別事業 

地域交流促進事業    休日開館事業       土曜日、日曜日、祝日に開館して各種  

     の地域交流活動を実施する事業 

 

            交流促進講座開催事業   地域の実情に即した講座を開催し地 

域住民相互の理解と交流を促進する 

相談機能強化事業    長期的、継続的な支援を必要としている者に対して、総合的

に相談援助を行う事業 



令和６年度　望月人権文化センター事業報告

実施日 回数
人数
件数

事業の方向性・検討課題

4/16 1 3

4/16 1 3

10/29 1 3

10/31～11/1 1 2

随時

4月
6月
9月

3 各120部

通年

通年

３月 1 市内全戸

通年

7/31 1 47

通年

　事業開催のチラシ等の
配布時を利用し、高齢者
等が気兼ねせず相談で
きる関係を構築してい
く。

6/28
9/27

2 36

　高齢者の生活と健康を
包括的に支えていくた
め、関係機関との情報交
換や連携を通じて、支援
内容を充実させていく。

地域福祉
事業

③ 人権パネルの展示
・・・望月人権文化センター内にて、人権パネルを展示。

随時

　今後も積極的に研修会
等に参加し、知識の習得
に努める。

② 来館者や電話での相談
・・・内容に応じ関係機関と連携して助言指導を行った。

① 高齢者健康教室
・・・血圧測定、健康相談、健康講話、参加型のレクリエーション
　　活動や屋外の散策を行った。

23

相談事業 48

1

周辺地域
巡回事業

　高齢者や障がい者、一人暮らしの世帯などを巡回訪問し、健
康や介護、教育などに関する相談に応じながら、状況を把握
し、必要な指導を行った。

地域交流
事業

　相談を受ける中で、地
域の課題や住民のニー
ズを把握し、それらに適
切に対処してく。 また、
単に相談に対する回答
やアドバイスを提供する
だけでなく、悩み事を抱
える相談者の心をケアで
きる場となることを目指
す。

啓発・広
報活動事

業

① 地区内への通信（そよかぜ）を発行
・・・当館の行事予定、講座・教室へのお誘いなどを掲載。

③ 健康教室などでの相談
・・・健康教室などの事業参加時に相談を受け、助言指導
    を行った。

　今までの実績を踏まえな
がら、多くの住民に参加し
てもらえるよう魅力ある内
容を検討していく。

① 解放子ども会と地域住民の交流会

② ものづくり体験教室 12/7

⑥ 人権啓発講演会

① 個別訪問による相談活動
・・・地区の世帯を訪問し、事業参加の呼びかけや、各種相談、
     言葉かけを行った。

④ 「隣保館だより」の発行（広報佐久３月号別冊）
・・・市内全戸と関係機関へ配布し、隣保館で実施された事業、
　　次年度実施される予定の教室、講座などを周知。

　住民に「来たい」「見た
い」「読みたい」と感じて
いただけるよう、期待さ
れ喜ばれる内容にしてい
く。

② 人権教育啓発関係図書・ビデオの貸し出し　　　　　　　　　　　　

12/7 1 70

⑤ 解放新聞、ハローワーク求人情報、情報誌等の提供

事業名 事　業　内　容

基　本　事　業

社会調査
及び研究

事業

　長野県隣保館連絡協議会総会

　第61回全国隣保館職員東日本ブロック会研修会

② 訪問等による地区世帯状況等の把握

　第112回長野県隣保館関係職員研修

  第113回長野県隣保館関係職員研修

① 人権同和教育・人権啓発に係る講演会や研修に出席



令和６年度　望月人権文化センター事業報告

実施日 回数
人数
件数

事業の方向性・検討課題事業名 事　業　内　容

第2・4
土曜日

24 0

第2・4
土曜日

25 344

第1・3
木曜日

16 295

第1・2・4
月曜日 18 261

第2・4
金曜日

13 76

第2・4
木曜日

20 145

6/11、6/25、
8/6、8/20、
10/1、10/22

6 72

毎週火曜日 37 75

2/28 1 5

　長期的な視点で、関係
機関と連携し、あらゆる
面から解決策を模索して
いく。

12/7 1 84

通年 87 1,124

通年

10/5 1 106

　地域の実態に即した内
容にし、多くの地域住民
が気軽に参加できる事
業とする。

⑤ 和文化教室（６月、８月、１０月）

④ 手芸教室（６月～３月）

地域交流
促進事業

② コーラス教室（６月～１１月）

特　別　事　業

③ ホームページの活用
・・・佐久市のホームページを活用してイベント、講座案内、各種
　　相談窓口の掲載をしている。

その他事業

その他

① 望月・子ども人権フェスティバル

④ いのちの駅伝
・・・小学校から中学校そして望月サテライト校へと命の大切さ
　　を訴え、いじめや差別のないまちづくりを呼びかけタスキ
　　を繋ぐ。

《 休日開館事業 》

《 交流促進講座開催事業 》

① 生活・人権相談

② 手話教室
※８月のみ第5土曜日も開催

① ヨーガ教室（６月～１月）

② 貸館事業
・・・各種サークル活動、会議などで使用してもらうため部屋を
　　貸し出した。

③ 大人のピアノ教室（６月～３月）
※９月～３月は第２金曜日に開催

⑥ 中学英語教室（３年）（５月～２月）

相談機能
強化事業

① 支援方策検討会
・・・継続的、長期的に相談援助を必要とするケースについて、
　　自立支援の方策を検討した。



令和６年度　隣保館活動状況・事業実施状況　内訳

事業名 開催回数 開催日 内訳 参加人員 合計人数

啓発・広報活動事業 1 12/7 人権啓発講演会（フェス）

7/31 解放子ども会と地域住民の交流会 47

12/7 ものづくり体験教室 23

6/28 高齢者健康教室 19

9/27 高齢者健康教室 17

休日開館事業
（手話教室）

25
月２回　(8月は３回）
第２、第4土曜日

ヨーガ教室　　　　　　16回 295

コーラス教室　　　　　18回 261

大人のピアノ教室     13回 76

手芸教室                20回 145

和文化教室　            6回 72

中学英語教室（3年）　37回 75

望月・子ども人権フェスティバル 1 12/7 .

そよかぜ 　１回

健康教室　2回

隣保館だよりの発行 1 広報佐久３月号　1回

貸館事業 87 貸　館 1,124

84

全戸配布

地域交流促進事業 110 924

人権センター通信等の発行 3 地区内配布

70

地域交流事業 2 70

地域福祉事業 2 36

344



１．相談事業実施状況

２．事業実施状況

３．その他

いのちの駅伝 1回 106人 1回 69人

望月・子ども人権フェスティバ
ル 1回 84人

貸館事業 87回 1,124人 85回 1,199人

事　業　名
令和６年度 令和５年度

開催回数 参加人員 開催回数 参加人員

人権センター通信等の発行 3 地区内配布 3 地区内配布

隣保館だよりの発行 1
市内全世帯配布
（37,500部） 1

市内全世帯配布
（37,500部）

交流促進講座開催事業 110 924 59 814

計 140 1,444 90 1,359

地域福祉事業 2 36 2 32

休日開館事業 25 344 25 370

啓発・広報活動事業 1 70 1 63

地域交流事業 2 70 3 80

計 48 95

事　業　名
令和６年度 令和５年度

開催回数 参加人員 開催回数 参加人員

事業相談（経営等） 1 2

職業相談（就職・失業保険等） 1 1

健康相談（健康診断） 22 55

教育相談（就学等） 1 1

1回 81人

隣 保 館 活 動 状 況

【望月人権文化センター】

相　談　事　項 令和６年度相談件数 令和５年度相談件数

生活相談（生活・人権等） 23 36



★
高
齢
者
健
康
教
室

　

６
月
と
９
月
の
２
回
、
健
康
教

室
を
実
施
し
ま
し
た
。
１
回
目
は
、

健
康
相
談
の
後
、
歯
科
衛
生
士
や

市
保
健
師
に
よ
る
講
話
が
あ
り
ま

し
た
。
そ
の
後
、
地
元
で
活
躍
し

て
い
る
バ
ン
ド
の
演
奏
を
聴
き
ま

し
た
。

　

２
回
目
は
郊
外
に
出
て
、
自
然

に
触
れ
な
が
ら
散
策
を
し
、
参
加

者
同
士
の
交
流
を
深
め
ま
し
た
。

★
コ
ー
ラ
ス
教
室

　

６
月
か
ら
11
月
ま
で
の
間
の
月

曜
日
の
午
後
に
コ
ー
ラ
ス
教
室
を

実
施
し
ま
し
た
。
発
声
練
習
と
し

て
季
節
の
歌
を
歌
い
な
が
ら
健
康

増
進
を
図
り
、
参
加
者
同
士
の
交

流
を
図
り
ま
し
た
。
ま
た
、
人
権

フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
で
は
、
「
野
に

咲
く
花
の
よ
う
に
」
、
「
君
を
の

せ
て
」
を
歌
い
、
日
頃
の
練
習
の

成
果
を
発
表
し
ま
し
た
。

★
和
文
化
教
室

　

６
月
・
８
月
・
10
月
の
火
曜
日

の
午
後
に
、
和
文
化
教
室
を
実
施

し
ま
し
た
。
お
茶
の
作
法
や
着
付

け
に
つ
い
て
学
び
ま
し
た
。
ま
た
、

屋
外
で
和
服
を
着
て
お
茶
会
を
し
、

楽
し
く
交
流
を
図
り
ま
し
た
。

★
手
芸
教
室

　

６
月
か
ら
３
月
の
第
２
・
第
４

木
曜
日
の
午
後
に
手
芸
教
室
を
実

施
し
ま
し
た
。
古
い
浴
衣
や
着
物

を
か
ば
ん
な
ど
に
リ
メ
イ
ク
し
ま

し
た
。
ま
た
、
人
権
フ
ェ
ス
テ
ィ

バ
ル
で
は
作
品
を
展
示
し
ま
し
た
。

★
ヨ
ー
ガ
教
室

　

６
月
か
ら
１
月
ま
で
の
第
１
・

第
３
木
曜
日
の
午
後
に
ヨ
ー
ガ
教

室
を
実
施
し
ま
し
た
。
ヨ
ー
ガ
の

ゆ
っ
た
り
と
し
た
動
き
と
呼
吸
を

学
び
、
日
々
の
健
康
に
活
か
し
ま

し
た
。
ま
た
、
教
室
の
前
後
に
は

参
加
者
同
士
で
和
気
あ
い
あ
い
交

流
を
深
め
ま
し
た
。

★
大
人
の
ピ
ア
ノ
教
室
　

　

６
月
か
ら
８
月
ま
で
の
第
２
・

第
４
金
曜
日
の
午
前
、
９
月
か
ら

３
月
ま
で
の
第
２
金
曜
日
の
午
前

に
大
人
の
ピ
ア
ノ
教
室
を
実
施
し

ま
し
た
。
人
権
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

で
は
、
連
弾
を
披
露
し
ま
し
た
。

★
中
学
英
語
教
室

　

５
月
か
ら
２
月
ま
で
の
毎
週
火

曜
日
の
夜
に
望
月
中
学
校
３
年
生

を
対
象
に
中
学
英
語
教
室
を
実
施

し
ま
し
た
。
中
学
１
年
生
か
ら
の

復
習
を
し
ま
し
た
。
ま
た
、
受
験

前
に
は
長
文
問
題
に
も
取
り
組
み

ま
し
た
。

★
子
ど
も
会
と
の
交
流
会

　

７
月
に
地
域
の
方
々
と
望
月
解

放
子
ど
も
会
で
交
流
会
を
実
施
し

ま
し
た
。
高
齢
者
と
子
ど
も
た
ち

が
パ
ネ
ル
シ
ア
タ
ー
を
観
な
が
ら

歌
を
歌
い
ま
し
た
。
ま
た
、
ペ
ッ

ト
ボ
ト
ル
に
色
の
つ
い
た
水
を
入

れ
る
ゲ
ー
ム
を
楽
し
み
、
最
後
に

流
し
そ
う
め
ん
を
食
べ
ま
し
た
。

★
手
話
教
室

　

耳
の
不
自
由
な
方
と
手
話
で
会

話
が
で
き
る
こ
と
を
目
指
し
て
、

第
２
・
第
４
土
曜
日
の
午
前
に
手

話
教
室
を
実
施
し
ま
し
た
。
人
権

フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
で
は
、
手
話
ダ

ン
ス
「
切
手
の
な
い
お
く
り
も
の
」

を
発
表
し
ま
し
た
。

★
生
活
人
権
相
談

　

平
日
に
時
間
が
取
れ
な
い
方
の

た
め
に
、
第
２
・
第
４
土
曜
日
に

生
活
・
人
権
相
談
を
行
っ
て
い
ま

す
。
お
気
軽
に
当
セ
ン
タ
ー
ま
で

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

★
人
権
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

　

12
月
７
日
に
望
月
・
子
ど
も
人

権
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
を
開
催
し
ま

し
た
。
コ
ー
ラ
ス
教
室
・
大
人
の

ピ
ア
ノ
教
室
、
望
月
解
放
子
ど
も

会
、
望
月
中
学
校
い
じ
め
対
策
委

員
会
、
手
話
教
室
の
発
表
が
あ
り

ま
し
た
。
発
表
会
の
後
の
望
月
人

権
文
化
セ
ン
タ
ー
職
員
に
よ
る
人

権
啓
発
講
演
会
で
は
、
多
く
の
方

に
参
加
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

最
後
に
、
ク
リ
ス
マ
ス
工
作
を
し
、

子
ど
も
も
大
人
も
楽
し
み
ま
し
た
。

望 

月 

人 

権 

文 

化 

セ 

ン 

タ 

ー

地
域
福
祉
事
業

地
域
交
流
事
業

休
日
開
館
事
業

地
域
交
流
促
進
事
業

啓
発・広
報
活
動
事
業

５ 広報佐久 令和７年３月



令和７年度　望月人権文化センター事業計画  (案）

実施日
開催
回数

随時

随時

随時

通年

事業実施時

随時 3

通年

通年

３月 1

通年

9/6 1

7/30 1

12/6 1

随時

6/27
9/30

2
地域福祉事

業

① 高齢者健康教室
…高齢者を対象に、心や体を健やかに保つため、健康相談、血圧測定、レクリ
　エーション活動を行う。また、屋外で散策を行う。

地域交流
事業

① 解放子ども会と地域住民の交流会

② わくわく体験教室（望月人権フェスティバル）

周辺地域巡
回事業

　高齢者や障がい者、一人暮らしの世帯などを巡回訪問し、健康や介護、教育な
どに関するご相談に応じながら、状況を把握し、必要な指導を行う。

相談事業

① 個別訪問による相談活動
…地区の世帯を訪問し、事業実施のお知らせをしながら、相談をお受けし
　たり、言葉かけを行う。

② 来館者や電話での相談
…内容に応じ関係機関と連携して助言指導を行う。

啓発・広報
活動事業

① 地区内への通信（そよかぜ）を発行
…当館で行われる教室、イベントなどを掲載し、参加を呼びかける。

② 人権教育啓発関係図書・ビデオの貸し出し　　　　　　　　　　　　

⑤ 解放新聞、ハローワーク求人情報、情報誌等の提供

⑥ 人権啓発講演会

③ 健康教室などでの相談
…健康教室などの事業開催時に、参加者からの相談をお受けし、助言や指導
　を行う。

③ 人権パネルの展示

④ 「隣保館だより」の発行（広報佐久３月号別冊）
…市内全戸や関係機関へ配布し、隣保館の取り組みなどを紹介する。

事業名 事業内容

基本事業

社会調査及
び研究事業

① 研修会、講演会等への出席
…長野県隣保館関係職員研修会　他

② 訪問等による地区世帯状況等の把握



令和７年度　望月人権文化センター事業計画  (案）

実施日
開催
回数

事業名 事業内容

24

25

第1・3
木曜日

16

第1・2・4
月曜日

9

第2・4
金曜日

6

第2
木曜日

15

6/10、6/24、11/4、
11/25、1/13、1/27 6

毎週火曜日 38

必要に応じて

12/6 1

通年

通年

10/25 1

相談機能強
化事業

① 支援方策検討会
…継続的に支援が必要なケースや解決が困難なケースなどに対応するため、
　必要に応じ開催し、自立支援の方策などを検討する。

④ いのちの駅伝

その他事業

その他

① 望月・子ども人権フェスティバル
…ＮＰＯ法人、人権団体などで構成する「もちづき人権フェスティバル実行
　委員会」と「望月解放子ども会」により開催する。

② 貸館事業
…各種サークル活動、会議などで地域住民に利用してもらうため、施設の部屋
　を貸し出す。

③ ホームページの活用
…佐久市のホームページ内に、隣保館のイベント、講座の案内、各種相談窓口
　の掲載をし、人権啓発や情報の提供を実施する。

特別事業

地域交流促
進事業

② 手話教室
※８月のみ第５土曜日も開催

① 休日相談

《 交流促進講座開催事業 》

第2・4
土曜日

《 休日開館事業 》

⑤ 和文化教室（６月、１１月、１月）

① ヨーガ教室（６月～１月）

② コーラス教室（６月～８月）

③ 大人のピアノ教室（９月～１１月）

④ 手芸教室（４月～３月）
※９月～１１月は第２・４木曜日に開催

⑥ 中学英語教室（３年）（５月～３月）



貸館案内

生活・人権相談事業

全講座LINEによる
申込可

※定員になり次第締め切ります。（ヨーガ教室除く）
※申込時、電話は非常につながりにくいことがありますので、佐久市公式LINEにてお申込みください。

隣保館地域交流各講座へのお誘いカレンダー
令和７年度

市民の皆さんのご参加をお待ちしています。 
お問い合わせは、佐久市中央隣保館、各人権文化センターまでお願いします。
なお、季節性感染症や災害、設備修繕等の状況により中止・変更になる場合があります。

　下記の施設では、会議室等の貸し出しをしています。ご利用ください。使用時は、事前申請が必要です。貸出期
間、使用料等の詳細は各施設にお問い合わせください。 (気象、災害、建物修繕の状況によっては、貸出を中止す
る場合があります。） 

講座及び教室内容
実用書道講座

やさしい古文書教室

手話教室

絵手紙教室

生け花教室

初級パソコン教室

前結び着付け教室

クラフト教室

成人書道教室

児童書道教室

絵手紙教室

地域交流会（音楽）

地域交流会（料理）

ヨーガ教室

コーラス教室

大人のピアノ教室

手芸教室 

和文化教室（お茶）

手話教室

日　　　時
５月～２月 第２・４木曜日
午後５時30分～８時30分
５月～２月 第２木曜日
午後1時30分～3時30分
第３土曜日 午前９時30分～11時30分

６月～11月 第１・３水曜日 午後１時～４時
５・７・９・11・１月 第４木曜日
午後１時30分～３時30分

６月～12月 第１･３火曜日 午後１時～４時

６月～10月 第２・４火曜日 午後１時～４時

７月～10月 第１・３木曜日 午後１時～４時
年間（月３回・年40回程度）月曜日
午後７時～９時
年間（月３回・年38回程度）水曜日
午後３時～５時
第１土曜日・第３月曜日
午後１時30分～３時30分
不定期（年６回）午前９時～正午
不定期（年３回）
午前９時30分～午後０時30分
６月～１月 第１・3木曜日
午後１時30分～３時
６月～８月 第１・２・４月曜日
午後１時30分～３時30分

９月～11月 第２・４金曜日 午後１時～４時

４月～３月 第２木曜日（ただし９月～11月は
第２・４木曜日）午後１時～４時
不定期（年６回）

第２・４土曜日 午前９時30分～11時30分

講師・指導者
岩井 一郎 先生

岩井 信人 先生
岡村 真奈美 先生
松川 たか子 先生
岩本 幸枝 先生

佐藤 澄子 先生

佐久市中央隣保館 
　 館 長 　

原 幸子 先生

菊池 たか子 先生

寺尾 賢明 先生
寺尾 瑠美子 先生
町田 輝子    先生
岩本 幸枝 先生

柳澤 英美 先生

町田 輝子 先生

井出 智衣子 先生

小林 美智子 先生

小林 美智子 先生

小山 三保子 先生

江戸千家 大井 清雪 
岡村 真奈美 先生
渡辺 光子    先生

備　　考
材料費等実費 （随時受付）

コピー代別途（随時受付）

（随時受付）
材料費等実費 申込受付4月7日㈪ 9時～
定員20名に達し次第終了
材料費等実費 申込受付4月8日㈫ 9時～
定員12名に達し次第終了
申込受付5月12日㈪9時～
定員12名に達し次第終了
テキスト代500円　ノートパソコン持参
※Windows、Excel・Word搭載パソコン
　に限ります。
申込受付は5月13日㈫９時～
定員に達し次第終了　定員8名
テキスト代3,850円及び着物や小物。
詳細は、広報５月号イベント欄参照
申込受付５月15日㈭ 9時～
定員10名　材料費等実費
中学生以上対象　テキスト代実費
（随時受付）定員12名
小学生対象　テキスト代実費
（随時受付）定員12名
材料費実費（随時受付）
定員12名
無料（随時受付）定員5名
参加費１回300円（随時受付）
定員12名
年間16回　受講料5,000円
申込受付5月9日㈮午前８時30分～正午（抽選）
定員25名
申込受付5月9日㈮ 午後1時より受付開始 
定員25名　歌集実費
キーボード持参　申込受付5月9日㈮ 午後1時～
定員10名　テキスト代実費
※バイエル程度弾ける方対象
材料費実費（随時受付） 定員15名
申込受付5月9日㈮午後1時～
定員10名程度　お菓子、お茶代2,000円
（随時受付）
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2025（令和７）年３月１日発行 発行／佐久市（〒385-8501　長野県佐久市中込3056）
   編集／企画部広報広聴課（TEL 62-2111）

資源保護のため
植物性インキ／再生紙を使用しています。

　佐久市中央隣保館、各人権文化センターでは、「生活・人権相談窓口」を常時開設し、地域の皆さ
んの生活上の相談や人権に関わる相談などに応じています。場所・相談時間は下記のとおりです。

※秘密は厳守され、必要に応じて関係機関・施設などの紹介もおこなっていますのでお気軽にご相談ください。

佐久市中央隣保館
浅科人権文化センター
望月人権文化センター
下越同和教育集会所

月曜日～金曜日　午前８時30分～午後５時15分
月曜日～金曜日　午前８時30分～午後５時15分
月曜日～金曜日　午前８時30分～午後５時15分
火曜日・木曜日　午前10時～正午（臼田人権文化センター）

第３土曜日　午前９時～正午
第３土曜日　午後１時30分～４時30分
第２・４土曜日  午前８時30分～午後５時15分

佐久市中央隣保館 ☎62-0991 望月人権文化センター（望月交流センター） ☎51-1135

（Windowsワード･エクセルを学びます）

６


